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第 ８ 号 

  熊本県興行場法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

熊本県興行場法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

 令和５年９月１３日提出 

                       熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

熊本県興行場法施行条例の一部を改正する条例 

熊本県興行場法施行条例（昭和５９年熊本県条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条の２第１項第１号中「住所並びに」の次に「相続人にあっては、」を加え、同項

第２号中「被相続人」を「興行場営業を譲渡した者の氏名及び住所（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地）、被相続人」に、「（法人にあっ

ては、」を「又は」に、「又は」を「若しくは」に、「所在地）」を「所在地」に改め、

同項第３号中「相続開始」を「興行場営業を譲り受けた年月日、相続開始」に、「（法人

にあっては、」を「又は法人の」に、「又は」を「若しくは」に、「年月日）」を「年月

日」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日又は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を

図るための旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行の日のいず

れか遅い日から施行する。 

（提案理由） 

 興行場法（昭和２３年法律第１３７号）の一部改正に伴い、関係規定を整備する必要が

ある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 


